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令和５年９月２８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

令和３年（ワ）第３１５２９号 不正競争行為差止等請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年７月７日 

判       決 

        原       告       ピーター・オプスヴィック・エイエス 5 

                        （以下「原告オプスヴィック社」という。） 

        原       告       ス ト ッ ケ ・ エ イ エ ス 

                        （以下「原告ストッケ社」という。） 

         原告両名訴訟代理人弁護士       宮   川   美 津 子 

                        関   川   淳   子 10 

                        小   勝   有   紀 

                        荒   川       聡 

        被       告       株 式 会 社 Ｎ о ｚ 

        同代表者代表取締役       野   澤   重   幸 

        同訴訟代理人弁護士       後   藤   昌   弘 15 

                        大   橋   厚   志 

                        鈴   木   智   子 

                        川   岸   弘   樹 

                        山   本   俊   介 

主       文 20 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

３ この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 25 

１ 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を製造し、販売し、又は販売のために
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展示してはならない。 

２ 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。 

３ 被告は、原告オプスヴィック社に対し、１７３万９６５４円及びこれに対する

本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

４ 被告は、原告ストッケ社に対し、１３０４万７４０８円及びこれに対する本訴5 

状送達の日の翌日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

５ 被告は、別紙謝罪広告目録記載の謝罪文を、同目録記載の要領で、同目録記載

の新聞に掲載せよ。 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 10 

 家具デザイナーであるＡ（以下「訴外Ａ」という。）は、製品名を「ＴＲＩＰ

Ｐ ＴＲＡＰＰ」とする別紙原告製品目録記載の椅子（以下「原告製品」という。）

をデザインし、原告オプスヴィック社に対し、原告製品に係る著作権を譲渡した。 

そして、原告ストッケ社は、原告オプスヴィック社から上記著作権の独占的利

用権を取得し、原告製品を製造販売等している。他方、被告は、別紙被告製品目15 

録記載の各製品（以下、別紙被告製品目録記載１の製品を「被告製品１」、別紙

被告製品目録記載２の製品を「被告製品２」といい、被告製品１及び被告製品２

を併せて「被告各製品」という。）を製造販売等している。 

本件は、原告らが、被告による被告各製品の製造販売等の行為は、原告製品の

商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争20 

行為に該当し、仮に不正競争行為に該当しないとしても、原告製品の著作権（原

告オプスヴィック社が有するもの）及びその独占的利用権（原告ストッケ社が有

するもの）の各侵害行為を構成し、仮に不正競争行為に該当せず又は著作権及び

その独占的利用権の各侵害行為を構成しないとしても、取引における自由競争の

範囲を逸脱する行為であり、原告らの営業上の利益を侵害すると各主張して、被25 

告に対し、①原告オプスヴィック社は、主位的に不正競争防止法（以下「不競法」
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という。）３条１項及び２項に基づき、予備的に著作権法１１２条１項及び２項

に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的

に不競法４条及び５条３項１号、予備的に著作権法１１４条３項又は民法７０９

条に基づき、損害金１５８万１５０４円及び弁護士費用相当額１５万８１５０円

の合計１７３万９６５４円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済み5 

まで民法所定の年３分の割合による遅延損害金の支払を求め、②原告ストッケ社

は、不競法３条１項及び２項に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃

棄を求めるとともに、主位的に不競法４条及び５条３項１号、予備的に著作権法

１１４条２項の類推適用又は民法７０９条に基づき、損害金１１８６万１２８０

円及び弁護士費用相当額１１８万６１２８円の合計１３０４万７４０８円及び10 

これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年３分の割合に

よる遅延損害金の支払を求め、③原告らは、不正競争防止法１４条又は民法７２

３条に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。 

原告らは、原告製品につき、①左右一対の側木（床から斜め上向きに平行に

伸びる２本の棒状の部位をいう。以下同じ。）の２本脚であり、かつ、座面板及15 

び足置板が左右一対の側木の間に床面と平行に固定されている点（以下「特徴

①」という。）及び②左右方向から見て、側木が床面から斜めに立ち上がってお

り、側木の下端が、脚木（側木の下側端部から後ろ方向に平行に伸びている２

本の棒状の部位をいう。以下同じ。）の前方先端の斜めに切断された端面でのみ

結合されて直接床面に接していることによって、側木と脚木が約６６度の鋭角20 

による略Ｌ字型の形状を形成している点（以下「特徴②」という。）において形

態的な特徴を有する（以下「本件形態的特徴」という。）として、不競法上の争

点においては、主位的に、原告製品全体の形態が商品等表示に該当すると主張

し、仮に原告製品全体の形態が商品等表示に該当しない場合であっても、予備

的に、本件形態的特徴が商品等表示に該当するとした上、被告各製品は本件形25 

態的特徴をそのまま具備すると主張し、また、著作権法上の争点においては、
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本件形態的特徴が創作的表現に該当するとした上、被告各製品は本件形態的特

徴をそのまま具備すると主張している。 

なお、当裁判所は、令和４年７月１４日、原告製品及び被告各製品の各形態を

明らかにするために、検証を行った（検証調書参照）。 

２ 前提事実（当事者間に争いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により認定5 

できる事実をいう。） 

⑴ 原告ら及び原告製品 

原告ストッケ社は、昭和４７年以降、当初はＡから、その後は原告オプスヴ

ィック社から、原告製品に係る著作権の独占的利用権を取得した。 

原告製品は、「ＴＲＩＰＰ ＴＲＡＰＰ」という製品名で販売されている子10 

供用椅子であり、その外観は、別紙原告製品目録記載のとおりである。なお、

原告製品は、昭和４７年にノルウェーにおいて発売され、日本においては昭和

４９年頃から現在に至るまで輸入販売されている。 

  ⑵ 原告製品の形態 

原告製品全体の形態の構成は、以下のとおりである。 15 

ア 原告製品は、その大部分が木材から構成されており、その大きさは、高さ

約７９センチメートル、幅約４６センチメートル、奥行き約５０センチメー

トルである。 

イ 原告製品の側面は、床から斜め上向きに平行に伸びた２本の側木と、側木

の下側端部から後ろ方向に同じく平行に伸びた２本の脚木から構成されて20 

いる。 

ウ 左右一対の側木及び脚木は、側木の下端が、脚木の前方先端の斜めに切断

された端面でのみ結合されて直接床面に接していることによって、約６６度

の鋭角によってそれぞれ略Ｌ字型に接合されており、前後方向から見ていず

れも床面に対して垂直で、かつ、互いに平行となるように配置されている。 25 

エ ２本の脚木の間には、横木が床面と水平に挟み込まれるように設けられて
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おり、また、側木の間には、後方縁部分が波状に加工された２枚の板がいず

れも床面と水平に固定されている。これらの２枚の板のうち、上方の板は座

面として、下方の板は足置きとして、それぞれ用いられる。 

オ 側木の最上部には、２枚の曲線状の背板が挟み込まれるようにして取り付

けられている。 5 

カ 側木には、床面と平行に多数の溝が形成されており、座面板及び足置板は

この溝に挿入されて配置されている。 

キ 側木の下部及び中央部に２本の金属棒が配置されている。 

⑶ 被告及び被告各製品 

 被告は、各種製品の製造販売等を行うことを業とする株式会社であり、被告10 

各製品を製造・販売している。 

被告製品１、２は、それぞれ「Ｃｈоｉｃｅ Ｋｉｄｓ」、「Ｃｈоｉｃｅ 

Ｂａｂｙ」という製品名で販売されている子供用椅子であり、その外観は、別

紙被告製品目録記載のとおりである。被告製品２のうち、ベビーガード及びベ

ビー用背板（以下「ベビーガード等」という。）を取り除いた形態と、被告製15 

品１の形態は、同一である。 

なお、被告各製品は、遅くとも平成２７年８月１０日頃から現在に至るまで

販売されている（弁論の全趣旨）。 

  ⑷ 被告各製品の形態 

被告製品１全体の形態の構成は、以下のとおりである。なお、被告製品２全20 

体の形態の構成は、以下の構成に、ベビーガード及びベビー用背板を取り付け

たものである（検証の結果、弁論の全趣旨）。 

ア 被告製品１は、主に木材及びプラスチックから構成されており、その大き

さは、高さ約７２㎝、幅約４８．３㎝、奥行き約４８．５㎝である。 

イ 被告製品１の側面は、床から斜め上向きに平行に伸び上端部分にて床面と25 

垂直に折れ曲がっている２本の側木と、側木の下側端部から後ろ方向に同じ
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く平行に伸びた２本の脚木から構成されている。 

ウ 左右一対の側木及び脚木は、側木の下端が、脚木の前方先端の斜めに切断

された端面でのみ結合されて直接床面に接していることによって、それぞれ

略Ｌ字型に接合されており、前後方向から見ていずれも床面に対して垂直で、

かつ、互いに平行となるように配置されている。 5 

エ ２本の脚木の間には、横木が床面と水平に挟み込まれるように設けられて

おり、また、側木の間には、楕円形の短辺を切り落としたような形状の２枚

の板がいずれも床面と水平に固定されている。これらの２枚の板のうち、上

方の板は座面として、下方の板は足置きとして、それぞれ用いられる。 

オ 側木の最上部には、曲線状で、その中央部に楕円形の穴が形成されている10 

１枚の背板が挟み込まれるようにして取り付けられている。 

カ 側木の後方部分に、固定部材と結合してネジ止めするための円形状の穴が

多数形成されている。そして、座面板及び足置板を側木の間で支持する支持

部材、支持部材を側木の間において掛け渡された状態で側木に固定する固定

部材及びネジ部材を備え、２本の側木後方に設けられた穴と固定部材を結合15 

した状態でネジ部材を閉めることで、支持部材と固定部材によって側木を前

後から挟持して押圧し、支持部材を側木に固定する。 

３ 争点 

 不競法上の争点 

ア 「商品等表示」該当性（争点１） 20 

イ 周知著名性（争点２） 

ウ 商品形態の類否（争点３） 

エ 混同の有無（争点４） 

 著作権法上の争点 

ア 著作物性の有無（争点５） 25 

イ 複製又は翻案の成否（争点６） 
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 一般不法行為の成否（争点７） 

 各請求の成否 

ア 差止請求の成否（争点８） 

イ 損害賠償請求の成否（争点９） 

ウ 謝罪広告掲載の当否（争点１０） 5 

第３ 争点に対する当事者の主張 

１ 争点１（「商品等表示」該当性） 

（原告らの主張） 

⑴ 商品の形態の「商品等表示」該当性 

商品の形態が、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており10 

（以下「特別顕著性」という。）、特定の事業者による長期間に及ぶ継続的か

つ独占的な使用、強力な宣伝広告等により、需要者において、当該特定の事業

者の出所を表示するものとして周知されるに至れば（以下「周知性」という。）、

商品の当該形態自体が「商品等表示」（不競法２条１項、２項）に該当する。 

⑵ 原告製品の形態の特別顕著性 15 

以下の事情によれば、原告製品は、本件形態的特徴につき、特別顕著性を有

する。 

ア 原告製品の与える印象 

前記ＡないしＧの構成の組合せからなる原告製品全体の形態は、一見する

と驚くほどシンプルでいて、同時に、見る者の芸術的感性に訴えかけてくる20 

ものである。特に、原告製品は、左右から見ると、特徴②の形態を有してお

り、椅子としては非常に斬新な形状である。また、特徴①の形態により、原

告製品は、前方から見ても、４５度斜め方向から見ても、後方に傾いている

小さな木製の階段や脚立のように見えるという特徴的な外観を形成してい

る。このような幾何学的図形の形態は、椅子の安定感と同時に軽やかさを印25 

象付けるものである。そして、これらの部材のほとんどが木製であることに
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よって、見る者に親しみを感じさせている。 

イ 特徴①及び特徴②は他の製品と比較しても顕著な特徴であること 

 原告製品が日本において初めて発売された昭和４９年以前には、販売され

ていた他の子供用椅子は、ほとんどが４本の脚木で座面を支え、かつ、座面

が固定されているという形態のものであり、特徴①及び特徴②の形態的特徴5 

を有するような製品はなかった（甲３１、１４１、１４２）。今日において

も、例えば、複数のインターネットショッピングモールで子供用椅子の人気

ランキングを見ても、原告製品と被告各製品を除く全ての椅子が、側木が４

本あり、左右方向から見た時に略Ａ型の形状をしていて、特徴①や特徴②の

形態的特徴を有する椅子は見当たらない（甲１４５ないし１４７）。 10 

したがって、原告製品の特徴①及び特徴②（本件形態的特徴）は、発売か

ら現在に至るまで、他の同種製品と明確に異なる顕著な形態的特徴である。 

 これに対し、被告が挙げる同種商品については、販売数量、売上高や広告

宣伝の実態が不明であって、これらの椅子の存在をもって、原告製品の特別

顕著性を否定する根拠とはならない。 15 

ウ 原告製品の認知度 

 原告製品の世界累計販売台数は、１２００万台を超えており、日本におい

ても平成２年度から令和２年度の間に約１１０万台以上、総額約１８０億円

以上を売り上げており、宣伝広告費としては、約８億円以上を費やしている。

そして、原告製品の形態は、従来の子供用椅子とは全く異なる独創的で斬新20 

な特徴から、販売当初から需要者の間で広く認知されるようになった。日本

においても、家具・インテリア雑誌、幼児保育雑誌等を中心に多数の雑誌等

で大きく取り上げられている（甲３２、３９ないし１０５）。販路の点を見

ても、遅くとも平成１９年頃までには、日本全国の百貨店、家具専門店、子

供用品専門の小売店といった複数の販売ルートを含む約１０００店舗にお25 

いて原告製品が販売されており、需要者は原告製品に数多く接している。 
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エ 原告製品の宣伝広告方法 

原告らは、遅くとも平成６年から複数の原告製品を同じ方向かつ横向きに

並べた広告用写真を採用し、遅くとも平成２４年頃からは店舗等での展示に

おいても、複数の原告製品を同じ方向かつ横向きに並べるなど、特徴①及び

特徴②を印象づける原告製品の宣伝広告や展示方法を使用してきた。これら5 

のことから、特徴①及び特徴②は、需要者の目にも印象付けられている。 

オ 原告製品のデザイン性に対する評価 

原告製品は、平成７年にノルウェーデザイン協議会の「クラシック賞」を

受賞し（甲１１８）、日本においても平成１７年にグッドデザイン賞を受賞

したほか、令和２年には「１００ Ｇｒｅａｔｅｓｔ Ｄｅｓｉｇｎｓ ｏ10 

ｆ Ｍｏｄｅｒｎ Ｔｉｍｅｓ」（現代の偉大なデザイン１００選）に選出

された。また、原告製品は複数の美術館等に作品として収蔵されている（甲

１２０ないし１２２）。これらのことから、原告製品は、現在に至るまでそ

のデザイン性が高く評価されており、他の同種製品と異なる顕著な特徴を有

していることは明白である。 15 

カ メディアにおける原告製品の紹介方法 

原告製品は、多数の雑誌において紹介されているところ、その内容を見る

と、原告製品が発売から現代に至るまで唯一無二の椅子であり続けているこ

とが説明されている。また、雑誌に掲載されている原告製品の写真を見ても、

横方向や斜め方向から撮影されることが多く、特徴①及び特徴②を印象付け20 

るものとなっている。さらに、需要者によってＳＮＳ等に投稿された原告製

品に係る写真、動画やイラストを見ても、斜め方向や横方向から撮影された

もの又は描かれたものが非常に多く、このことは、需要者が原告製品の顕著

な特徴が特徴①及び特徴②にあると考えていることを示している。 

キ 原告製品が利用されている場所 25 

原告製品は、一般家庭はもとより、レストランやカフェにおいても子供用
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椅子として採用されており、需要者がこれらの場所を利用する際にも、原告

製品の形態は需要者に強く印象付けられている。 

ク 原告らによる模倣品排除の努力 

 原告らは、原告製品の模倣品に対して、これを排除すべく訴訟提起などの

努力を継続し、これにより原告製品の形態の特別顕著性を維持してきた。 5 

ケ 別件訴訟について 

 被告は、原告らが原告製品に関して他社の商品の販売等の差止めを求めた

別件の訴訟（知財高裁平成２６年（ネ）第１００６３号同２７年４月１４日

判決。以下、当該訴訟を「別件訴訟」といい、当該訴訟の判決を「別件知財

高裁判決」という。）について、原告らが「座面板及び足置板を嵌め込む為10 

に側木内側に設けられた溝」が顕著な特徴の一部である旨を主張した事実を

指摘するものの、当該事実は、本件で原告らにおいて特徴①や特徴②が顕著

な特徴であると主張することを妨げるものではない。また、被告は、別件知

財高裁判決が原告らの上記主張部分を含めて特別顕著性を認定したことを

指摘するものの、別件知財高裁判決は特徴①及び特徴②だけでは特別顕著性15 

が認められないと判断したものではなく、特徴③（側木の内側に形成された

溝に沿って座面板と足置板の両方をはめ込んで固定する点をいう。以下同

じ。）を付加した形態についても特別顕著性を認めたにすぎない。 

コ 被告の主張について 

被告は、需要者である幼い子供の親は、座面板及び足置板の高さを固定な20 

いし調整する機構に関する形態に関心を持つ旨主張する。しかしながら、重

要なのは、需要者の関心ないし注意を惹くかどうかそのものではなく、需要

者が出所表示として認識する形態かどうかであるし、機能に関心を持つこと

は形態に関心を持つことを当然には意味しない。子供の成長に合わせて座面

板及び足置板の調整が行われるのは、年に１回あるかないかの程度のことか25 

らしても、座面板及び足置板の高さ調整に係る構造がとりわけ需要者の関心
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ないし注意を惹く部分であるのかは疑問である。椅子の安定性・安全性を左

右するのは、全体的なデザインを含む商品のあらゆる形態であり、需要者は、

むしろ全体的なデザインに関わる特徴①及び特徴②の形態的特徴に関心を

持つといえる。 

⑶ 原告製品形態の周知性 5 

以下の事情によれば、遅くとも、被告各製品が販売された時期として原告ら

が特定できた最も古い時期である平成２７年８月頃までには、原告製品の形態

は、商品等表示性にいう周知性を有していた。 

ア 販売実績等 

原告製品は、昭和４７年頃から世界中で販売されており、日本でも昭和４10 

９年頃から現在に至るまで販売され続けているベストセラー・ロングセラー

商品である。そして、前記 ウのとおり、原告製品の世界累計販売台数は、

１２００万台を超えており、日本においても平成２年度からから令和２年度

の間に約１１０万台以上、総額約１８０億円以上を売り上げており、宣伝広

告費としては、約８億円以上を費やしている。さらに、原告製品の売上げは15 

年々増加傾向にあり、平成２年度に２６１３台の売上げであったものが、令

和２年には６万５２６台と約２３倍に増加している。日本の出生数は年々減

少しているのに対し原告製品の販売数量が増加していることは、需要者にお

いて原告製品の認知度が上がっていることを端的に示すものである。 

イ 雑誌、ＳＮＳ等への掲載 20 

原告製品は、日本における販売開始当初から、多数の家具・インテリア雑

誌、幼児保育雑誌等に掲載されており、その中では原告製品について、「ひ

と目見れば、『ああ、あの椅子ね！』とうなずくベビモママも多いはず。」

（甲３２）などとして周知性を裏付ける記載がされている。また、需要者に

よるＳＮＳ等でも原告製品が多数紹介されている。 25 

ウ 原告製品の販路、販売方法 
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原告製品は、遅くとも平成１９年頃までには、日本全国の百貨店、家具専

門店、子供用品専門の小売店といった複数の販売ルートを含む約１０００店

舗において販売されており、需要者は原告製品に数多く接している。加えて、

原告製品の売り場においては、複数の原告製品を同じ方向かつ横向きに並べ

て展示するという特有の展示方法を通じて、原告製品の特徴的形態は、需要5 

者に印象付けられていた。 

エ 原告製品の受賞歴等 

原告製品は、複数のデザイン賞を受賞しているほか、世界の著名な美術館

等に収蔵されている。 

オ 原告製品が利用されている場所 10 

原告製品は、一般家庭はもちろん、レストランやカフェにおいても子供用

椅子として採用されており、これらの場所を需要者が利用する際にも、原告

製品の形態は、需要者に強く印象付けられている。 

⑷ 小括 

以上の事情によれば、特徴①及び特徴②が原告製品販売当初から今日に至る15 

まで特別顕著性及び周知性を有することは明らかであり、これにより原告製品

全体の形態（前記ＡないしＧ）が商品等表示であることを認めることができる。

そうすると、原告製品全体の形態は、本件形態的特徴によって全体として商品

等表示に該当するものであり、仮に原告製品全体の形態が商品等表示に該当し

ない場合であっても、本件形態的特徴は、商品等表示に該当するといえる。 20 

（被告の主張） 

 特徴①及び特徴②の組合せのみでは、特別顕著性が認められないこと 

以下の事情によれば、原告ら主張に係る特徴①及び特徴②の組合せのみでは

特別顕著性は認められず、特徴③を加え、初めて特別顕著性を認めることがで

きる。なお、被告は、被告準備書面５において特徴④として座面板や足置板を25 

固定するための支持部材、固定部材及びネジ部材が一切ない点を明示的に主張
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するに至っているが、この点は特徴③の座面板及び足置板の固定方法を採用す

ることと表裏一体の関係にあるといえるから、以下では特徴③のみを記載する

こととする。 

ア 特徴①及び特徴②がありふれていること 

 特徴①については、左右一対の側木の２本脚という構造は特別なものでは5 

なく、また、ハイチェアにおいては、座面板のみでなく足置板を設置するこ

とは通常であり、これらを設置する場合には、機能上床面と平行に固定され

ていることがほとんどである。また、特徴②についても、側木と脚木が略Ｌ

字となる形態の椅子は、原告製品以前から存在していた。 

したがって、特徴①及び特徴②は、それ自体ありふれたものである。 10 

そして、商品等表示性は、被告製品販売時点（差止めについては口頭弁論

終結時点）まで維持されていなければならないところ、近年においては、特

徴①及び特徴②の形態を両方備えている同種商品も市場に多数存在してい

る。これらの事情によれば、特徴①と特徴②を組み合わせたのみでは、需要

者が原告製品を他の同種商品と識別することは不可能である。 15 

イ 特徴③が重要であること 

 原告製品のデザインは、シンプルかつシャープな外観を有しているとの印

象を強く与えるものである。雑誌やＳＮＳ等における原告製品の紹介におい

ても、シンプルさが強調されている。そして、原告製品のデザインがシンプ

ルであるという印象を与える理由は、座面板や足置板を固定するために同種20 

製品が一般に具備している「支持部材」、「固定部材」又は「ネジ部材」が

一切ないことにあり、これは特徴③によって実現されているものである。ま

た、原告製品は、シンプルな形態ゆえに食べこぼしが隙間に入らないという

清潔さについても、需要者に対して周知が図られてきた。 

ウ 需要者の関心は特徴③にあること 25 

原告製品及び被告各製品の需要者は、小さな子供を持つ親であるところ、
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小さな子供の親が子供用椅子を購入する場合には、安全性に関心を持つほか、

幼児の体の成長に合わせて座面板及び足置板の高さを調節する必要性もあ

ることから、座面板及び足置板の高さの固定ないし調整する機構に関する形

態に特に関心を持つ。このような需要者の視点を考えると、特徴③こそが、

原告製品の特徴であるといえる。 5 

エ 原告製品の宣伝広告方法等 

原告製品のコンセプトは、座面板や足置板の位置を調節することで、幼児

から大人まで使用することができるというものであって、原告製品のウェブ

サイトには「奥行きと高さが調整可能な座板と足のせ台」、「座板と足のせ

台のどちらも、奥行きと高さを調整できる考え抜かれたデザイン」等と紹介10 

されると共に、原告製品側面の写真において当該座板と足置板の部分を強調

するアニメーションが施されている（乙１０）。さらに、雑誌の紹介記事等

においても、座面板及び足置板の高さの固定ないし調整する機構に関する形

態が紹介ないし強調されているものが多く、掲載されている原告製品の写真

において、側木内側の溝がよく見える角度から撮られていることなどからす15 

れば、特徴③が重要であることが明らかである。 

オ 別件知財高裁判決について 

別件訴訟においては、原告ら自身が「座面板及び足置板を嵌め込む為に側

木内側に設けられた溝」が顕著な特徴の一部である旨を主張し、特徴③を含

んだ形態について特別顕著性を主張していた。そして、別件知財高裁判決に20 

おいても、特徴①及び特徴②だけでなく、特徴③を含めた形態について特別

顕著性が認められているものである。 

⑵ 原告製品形態の周知性 

争う。 

⑶ 小括 25 

以上の事情によれば、原告製品の形態のうち、商品等表示該当性を認め得る
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のは、特徴①ないし特徴③を組み合わせた部分である。なお、商品の形態を不

競法２条１項１号又は２号の商品等表示と認めるに当たっては、できる限り明

確性及び予測性を確保する観点から、商品形態のうち特別顕著性が認められる

部分に限るべきであり、原告製品の形態全体について商品等表示該当性を認め

るべきではない。 5 

２ 争点２（周知著名性） 

（原告らの主張） 

前記１ 記載の事情によれば、原告製品について、周知著名性が認められる。 

（被告の主張） 

争う。 10 

３ 争点３（商品形態の類否） 

（原告らの主張） 

 原告製品と被告製品１の形態が類似していること 

ア 前提 

不正競争行為の類似性判断については、全体的に、かつ、隔離的に考察さ15 

れるべきである。 

イ 形態の比較 

被告製品１の形態は、特徴①及び特徴②のいずれも備えている。さらに、

原告製品と被告製品１は、大部分が木材から構成されていること、高さ・幅・

横の大体の大きさ、脚木の中央部に横木が一本配置されていること、脚木に20 

おける後方先端が斜めに切断されていること、背板が曲線状の板で構成され

ていること、側木に等間隔に複数の溝ないし穴が形成されていること、以上

のような細部における形状も一致している。したがって、原告製品と被告製

品１は、形態において類似している。 

ウ 一般消費者や事業者からの指摘 25 

 被告製品１については、一般消費者のブログにおいて「有名な、トリップ
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トラップと非常に形が似ています。」と述べられていたり（甲１０７）、家

具店において「ストッケトリップトラップ風ハイチェア」と称して販売され

たりしており（甲３３）、これらの事実は、原告製品と被告製品１がその形

態において類似していることを裏付ける。 

 原告製品と被告製品２の形態が類似していること 5 

被告製品２の形態は、被告製品１の形態を包含する関係にあり、ベビーガー

ド等は、被告製品２の基本的構造に関わる部分でもないから、被告製品１と同

様に、原告製品との類似性が認められる。 

なお、被告製品２は、子供がある程度成長したらベビーガード等を取り外し

た上、被告製品１と同様の形態で使用されることが予定されているのであるか10 

ら、被告製品２についても、被告製品１の形態との比較をすべきである。 

 被告の主張について 

被告が指摘する相違点は、全体的な印象の類似性に影響を及ぼさない。 

ア 座面板及び足置板を固定する構造について 

前記１ コ記載のとおり、座面板及び足置板を固定する構造は、需要者に15 

とって最も目を惹く部分ではない。また、被告各製品における同構造につい

ても、その形状は、同種商品で用いられる固定部材と大きな相違はなく、需

要者に特に強い影響を与えるようなものではない。 

イ 側木の形態について 

被告各製品の側木が曲がっているのは、全長約８０センチメートルに対し20 

て僅か１１センチメートルのみであり、傾斜も僅か約１８度であるから、略

Ｌ字型との印象を変えるものではない。また、側木の幅の違いも些細である

し、スタッキングが可能な形態かどうかも、商品を見て直ちに判別できるも

のではない。 

ウ その他について 25 

被告は、原告製品と被告各製品について、２本の金属棒の有無の違い、座
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面板と足置板の形状の違い、背板の違いを挙げるが、いずれも椅子の基本的

構造に関わる部分でも、製品全体の形態に関わる部分でもないし、需要者の

注意を引く部分ないし形態でもなく、外観上も顕著な差をもたらさない。 

また、色彩については、子供用椅子市場において同じ製品にカラーバリー

エーションがあることはごく一般的であって、需要者もそのように認識して5 

いるため、類似性判断に影響するものではない。 

（被告の主張） 

 原告製品と被告製品１の形態が類似しないこと 

ア 前提 

不正競争行為における類似性判断の方法について、需要者としては原告製10 

品と他の同種商品を見比べた上で購入すると考えられるから、このような取

引実態を踏まえ、原告製品と被告各製品の表示について対比的観察がされる

べきである。 

イ 被告製品１の形態的特徴 

原告製品の特徴①ないし③に対応するものとして、被告製品１の形態的特15 

徴は、次のとおりである。 

① 左右一対の側木の２本脚であり、かつ、座面板及び足置板を側木の側で

支持する支持部材、支持部材を側木の間において掛け渡された状態で側木

に固定する固定部材及びネジ部材を備え、２本の側木後方に設けられた穴

と固定部材を結合した状態でネジ部材を締めることで、支持部材と固定部20 

材によって側木を前後から挟持して押圧し、支持部材を側木に固定する。 

② 左右方向から見て、側木が床面から斜めに立ち上がり、側木の上部にて

床面と垂直方向に折れ曲がっており、側木の下端が、脚木の前方先端の斜

めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接し、側木と脚木が略Ｌ

字型の形状を形成している。 25 

ウ 原告製品と被告製品１の比較 
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以下の事情によれば、原告製品と被告製品１は類似しない。 

 座面板及び足置板を固定する構造について 

原告製品と被告製品１は、原告製品において一番重要な特徴である特徴

③（座面板及び足置板を固定する構造）が全く異なる。 

すなわち、原告製品は、座面板及び足置板を溝にはめ込むことで固定し5 

ており、需要者に対して不安定かつ座面板及び足置板の位置調整に手間が

掛かるという印象を与える一方で、シンプルかつシャープな印象を与える。

特に後ろから見た際には、固定部材等がないことから、シンプルな印象を

受ける。また、板の周囲に食べこぼしが入り込む隙間が生じず、清潔さが

強調されている。 10 

これに対して、被告製品１は、座面板及び足置板の固定に支持部材、固

定部材及びネジ部材を設け、ネジ部材を締める構造をとっている点で、椅

子全体として安定して使いやすい印象を与えるが、シンプルかつシャープ

な印象は与えない。また、後ろから見ても、固定部材、ネジ部材、これら

をはめ込むための複数の穴があり、やはりシンプルな印象を与えない。さ15 

らに、ネジ部材はプラスチック素材であるところ、一見して木材ではない

部材が使われていることが見て取れるものであり、食べこぼしが入り込む

隙間も存在している。 

 側木の形態について 

 原告製品は、側木が一直線であり、需要者に対してＬ字型でシャープな20 

印象を与えるのに対して、被告製品１は、側木上部が床面と垂直方向に折

れ曲がっており、椅子全体として柔らかい印象を与える。また、原告製品

は側木が薄く幅狭であるのに対して、被告製品１は側木が厚く幅広であり、

複数の椅子をスタッキングできる形態となっている。 

 ２本の金属棒の形態について 25 

 原告製品は、側木の間の下部及び中央部に１本ずつ金属の棒を配置する
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ことで側木をつないで安全性を確保し、シャープな印象を持たせている。

これに対して、被告各製品にはこのような棒が配置されておらず、支持部

材、固定部材及びネジ部材を用いて安全性を確保しており、需要者に使い

やすい印象を与えている。 

 座面板及び足置板の形状について 5 

 原告製品の座面板及び足置板は、前部が直線であり、椅子全体としてシ

ャープな印象を与えるのに対し、被告製品１の座面板及び足置板は、前部

及び後部が緩やかな曲線で、楕円の両端を切り落としたような形になって

おり、椅子全体として柔らかい印象を与える。 

 背板について 10 

 原告製品は２枚の背板から構成され、その形状は正面から見て横に伸び

る帯状であって、全体としてシャープな印象を与えるのに対して、被告各

製品は１枚の背板から構成されており、その中央部に楕円形の穴が形成さ

れており、柔らかい印象を与える。 

 色彩について 15 

原告製品は全体としてモノトーンの色彩で構成されているのに対し、被

告各製品のうちホワイト、レッドについては、座面板及び足置板の色とそ

の他の色が異なるツートンカラーの色彩で構成されており、この色彩の違

いは一見して明らかである。 

 原告製品と被告製品２の形態が類似しないこと 20 

被告製品２は被告製品１にベビーガード等を取り付けたものであるから、被

告製品１が原告製品と類似しない以上、被告製品２も原告製品と類似しない。 

⑶ 原告らの主張について 

原告らは、一般消費者のブログや家具販売サイトにおける表現を類似性の根

拠として挙げるが、これらの表現は、製品のどの部分に着目した上での表現で25 

あるのか不明なものであり、類似性の根拠とはならない。 
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４ 争点４（混同の有無） 

（原告らの主張） 

原告製品と被告各製品の形態との類似性の程度が高く、価格帯も類似しており、

原告製品及び被告各製品のいずれも、主な需要者は小さい子供を持つ親たちであ

って共通している。そして、原告製品は被告各製品と比較しても周知著名である5 

ところ、被告各製品については、原告製品と同一あるいは酷似した広告用写真（甲

１４、１５）や店舗における展示方法を採用しているほか（甲１６ないし２０）、

「北欧」のキーワードを用いていること（甲１２５、１２６）からすると、被告

には原告製品のブランド価値にフリーライドしようとする意図さえ認められる。 

これらの事情からすると、被告各製品の販売等は原告製品との混同を生じさせ10 

る。 

これに対し、被告は、需要者の多くは売り場で実際に座るなどして慎重に検討

し判断するはずであると主張するが、そのような取引の実情は認められず、イン

ターネット上で子供用椅子を購入する需要者も多く存在する。 

（被告の主張） 15 

原告製品と被告各製品は、基本的構成態様が大きく相違し、その他の相違も相

まって、全体として全く異なる印象を与えている。そして、原告製品及び被告各

製品がいずれも子供用椅子として比較的高額であることや、子供が成長に合わせ

て長く使用する商品であることからすると、これらの商品を購入しようとする需

要者の多くは、売り場で実際に座るなどして慎重に検討し、購入するかどうかを20 

判断するはずであるから、混同のおそれはない。さらに、原告製品には、横木上

部に「STOKKE」との記載があり、被告各製品には横木後方に「HOPPＬ」との記

載があること、いずれの商品もインターネット上のサイトで販売される際は、商

品名が記載されていること、少なくとも原告製品が販売される際は、直営店はも

ちろん百貨店内においても「STOKKE」というブランド名の表示が明確にされて25 

いること、以上の事実によれば、需要者が原告製品と被告各製品とを混同するこ
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とは考えられない。 

５ 争点５（著作物性の有無） 

（原告らの主張） 

⑴  応用美術における著作物性判断基準 

原告製品は実用製品であり、いわゆる応用美術に該当するところ、著作権法5 

が「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、も

って文化の発展に寄与することを目的と」していること（１条）に鑑みると、

表現物が実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって、直

ちに著作物性を否定することは相当ではない。同法２条２項は「美術の著作物」

の例示規定にすぎないから、例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術10 

であっても、著作権法２条１項１号の要件を満たせば、「美術の著作物」とし

て同法上の保護を受ける。 

⑵  原告著作物は、次に掲げる事情によれば、特徴①及び特徴②において個性が

発揮されているものとして、著作物性が認められる。 

ア 訴外Ａについて 15 

訴外Ａは、現代のノルウェーを代表する世界有数のデザイナーであり、そ

の創作した家具で数々の賞を受賞している（甲５、１０８、１０９）。同人

のデザイン活動は、日本でも高く評価されており、多数の雑誌で特集されて

いる。 

また、同人は、極めて多数の作品をデザインしているが、その中でも原告20 

製品は名作と評価されている有名な作品である。原告製品は、子供を大人と

対等に扱うという社会的・文化的価値観や願いを込めてデザインされており、

そのデザインには、同人の個性が発揮されている。 

イ 原告製品のデザイン性について 

原告製品は、子供を子供として扱わないという伝統的な子供用椅子とは全25 

く異なる哲学のもとにデザインされており、従来は全く存在しなかった洗練
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されたデザインを備えるものである。原告製品は、その独創的デザインによ

り、数々の賞を取得しているほか、美術館等に収蔵されている。原告製品は

「日本デザイン５０年」における「名椅子でつづる５０年」（甲１１７）に

も掲載されており、日本における椅子のデザインにも大きな影響を与えてい

ることが示されている。 5 

ウ 各国の裁判所における評価 

原告製品に著作物が認められるという結論は、我が国の知的財産高等裁判

所のほか、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェ

ー、スペイン、スウェーデン及びスイス等の裁判所においても認められてお

り、他国において原告製品の著作物性が否定された例は、現時点において存10 

在しない。 

なお、ドイツのケルン地方裁判所は、被告による被告各製品の販売等が原

告ストッケ社の原告製品に係る著作権の独占的利用権を侵害することを認

め、平成２９年９月１５日付けで仮差止命令を発令した（甲２６）。その後、

原告ストッケ社と被告の間では、被告各製品のヨーロッパでの販売行為等を15 

中止することを内容とする和解契約が締結された（甲２７）。 

⑶  被告の主張について 

仮に、被告の主張する基準を用いたとしても、以下のとおり、原告製品には

著作物性が認められる。 

ア 実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して把握できる20 

ものであること 

特徴①については、側木を左右一対の２本脚にしたり、座面板及び脚置き

板を左右一対の側木の間に固定したりしなくとも、原告製品と同様の実用的

な機能を有する形態は存在する。特徴②についても、側木の下端が脚木の前

方先端の斜めに切断された端面でのみ結合されて直接床面に接していたり、25 

側木と脚木が約６６度の鋭角による略Ｌ字型の形状を形成していたりしな
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くとも、原告製品と同様の実用的な機能を有する形態は存在する。実際に、

原告製品と同様の機能を有する子供用椅子のデザインは他に多数存在して

いるのであるから、特徴①及び特徴②は、いずれも実用目的を達成するため

に必要な構成ではなく、様々な選択のある表現の中からあえて選択して組み

合わされたものであって、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成5 

に該当しないことは明らかである。 

イ 美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分

であること 

訴外Ａは、表現の選択の幅の中からあえて特徴①及び特徴②を選択して組

み合わせたものである。前記のとおり、原告製品が制作当時の子供用椅子の10 

デザインと比して極めて斬新なデザインであったこと、原告製品が数々のデ

ザイン賞を受賞し、様々な美術館等に収蔵されていること、多くの雑誌等に

おいてそのデザイン性が高く評価されていること、デザイナーである訴外Ａ

の社会的・文化的な価値観や願いが反映されていること、以上に照らしても、

特徴①及び特徴②が「美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現15 

を備えている部分」に該当するものであることは明白である。 

⑷  原告製品は、訴外Ａのデザイン哲学に基づき、「イスによって動きを制限さ

れてしまう子どもを解放し」、「大切な家族の一員として 食卓に自分のイス

を与えられ、ともに成長していく」ことを可能にした極めて画期的な椅子とし

て高い社会的・文化的価値を有する（甲１９９）。そして、著作権法は文化の20 

発展に寄与することを目的としているのであるから、著作物性の判断において

も当該表現物が「文化や社会に与える影響」が当然考慮されて然るべきである。

そうすると、原告製品は、その社会文化的な価値を正当に評価すれば、正に著

作権法が文化の発展に寄与することを目的として保護しようとする「著作物」

の最たる例であり、いかなる判断基準によったとしても著作物性が肯定されて25 

然るべきものである。 
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（被告の主張） 

 応用美術における著作物性の判断基準 

応用美術における著作物性の判断においては、次に掲げる点に鑑み、応用美

術が実用的な機能を離れて美的鑑賞となり得るような美的特性を備えている

部分を把握できるか否かという基準を用いるべきである。 5 

ア 著作権法及び意匠法という二つの保護法制がある場合に、重複適用を認め

るべきかについて、我が国の法体系や知的財産制度全体の趣旨からの体系的

判断は不可避である。 

イ 著作権法及び意匠法が重複適用されると、審査・登録の必要がなく、存続

期間が長く、各種支分権や人格権が認められる著作権が事実上意匠権を代用10 

することになる。これにより、①意匠権の趣旨や存在意義が没却され、②産

業上の行為や私生活上の行為に対する弊害が生じ、③第三者にとって具体的

に著作物性が認められる部分を的確に抽出認識することは容易ではないた

め、予測可能性又は法的安定性を大きく損なうことになる。 

ウ そうすると、応用美術について広く著作権法の重畳適用を認める解釈は取15 

り得ない。したがって、応用美術については、実用品という観点から、制作・

流通・利用の実情を考慮して、様々な制約を受けてしかるべきである。 

⑵  被告主張の基準を前提とした著作物性判断 

原告製品の特徴①は、座面板及び足置板の高さ及び奥行き調整が可能な２本

脚の椅子の実用的な目的を達成するために必要な構成であるし、特徴②は、足20 

置きを有する２本脚のハイチェアを安定し支え、また、使用者が正しい姿勢で

座ることができるようにするために人間工学的にとられたものであることか

らすれば、椅子としての実用的な目的を達成するために必要な構成である。 

したがって、原告製品において、実用目的を達成するために必要な機能に係

る構成と離れて、美的鑑賞の対象となり得る美的特性を有する箇所は存在せず、25 

著作物性を認めることはできない。 
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⑶ 原告らの主張について 

仮に原告らの主張する基準を前提としても、特徴①及び特徴②の組合せに特

段の創作性は認められない。 

なお、ドイツにおける仮差止命令については、被告が経営戦略上ドイツにお

いて被告各製品を販売する予定がなかった等の事情から審判において何ら反5 

論書面を提出しなかったものであるし、和解契約においても、上記経営戦略を

維持して合意したにすぎないのであって、被告各製品が原告製品の著作権を侵

害することを認めたものではない。 

６ 争点６（複製又は翻案の成否） 

（原告らの主張） 10 

前記のとおり、原告製品と被告各製品は、いずれも特徴①及び特徴②を備えて

おり、類似しているのであるから、被告各製品から原告製品の表現上の本質的特

徴を直接感得することができる。 

そして、原告製品と被告各製品の間には高い類似性が認められること、原告製

品が著名であって、被告が原告製品の存在を認識していなかったはずはないこと、15 

前記のとおり被告が原告製品の広告用写真及び展示方法と酷似した広告用写真

と展示方法を採用していること、以上の事実によれば、被告が原告製品に依拠し

て被告各製品を製造販売していることは明らかである。 

したがって、被告の行為は、原告オプスヴィック社が有する原告製品に係る複

製権、譲渡権、翻案権及び二次的著作物の譲渡権を侵害すると同時に、原告スト20 

ッケ社が有する同著作権の独占的利用権を侵害するものである。 

（被告の主張） 

前記のとおり、原告製品と被告各製品は多くの特徴が異なっており、原告製品

の表現上の本質的特徴を被告各製品から直接感得することはできない。また、原

告製品の広告用写真や展示方法は、ありふれたものであって、被告各製品は原告25 

製品に依拠するものではない。 
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７ 争点７（一般不法行為の成否） 

（原告らの主張） 

原告らと競争関係にある被告が、原告らが模倣品排除の努力を含め多大なる企

業努力を費やして周知・著名なものとした原告製品の形態を故意に模倣して被告

各製品を廉価で販売する行為は、取引における公正かつ自由な競争として許され5 

る範囲を甚だしく逸脱し、法的保護に値する原告らの営業活動上の利益を侵害す

るものとして、不法行為を構成する。 

（被告の主張） 

被告各製品は、原告製品を模倣したものとは認められず、被告各製品の販売行

為が、原告製品と混同を生じさせる行為ということもできないのであるから、一10 

般不法行為が成立しないことは明らかである。 

８ 争点８（差止請求の成否） 

（原告らの主張） 

被告は、現在も被告各製品の製造販売を継続しており、原告らの営業上の利益

を侵害するとともに、原告製品に係る著作権を侵害している。また、被告各製品15 

は、被告の侵害行為によって生じたものであり、その廃棄が侵害の停止又は予防

のために必要である。 

したがって、原告らには、不競法３条１項及び２項に基づき、原告オプスヴィ

ック社には、著作権法１１２条１項及び２項に基づき、被告各製品の製造販売及

び販売のための展示の差止め並びに被告各製品全ての廃棄を求める必要性があ20 

る 

（被告の主張） 

争う。 

９ 争点９（損害賠償請求の成否） 

（原告らの主張） 25 

⑴ 被告各製品の売上額 
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被告各製品は、平成２７年８月から令和３年１１月末日までの合計７６ヶ月

の期間、少なくともそれぞれ月１０台程度販売されていたと推測される。そう

すると、各時期に係る被告各製品の販売価格に税率と販売台数を掛け合わせて

算出される同期間の売上額は、次のとおりとなる。 

ア 被告製品１ 合計１８１１万６８００円 5 

① 平成２７年８月から令和元年９月末日まで 

   ２万１８００円×税１.０８×１０台×５０か月＝１１７７万２０００ 

   円 

 ② 令和元年１０月から令和３年１月末日まで 

   ２万１８００円×税１.１０×１０台×１６か月＝３８３万６８００円 10 

 ③ 令和３年２月から令和３年１１月末日まで 

   ２万２８００円×税１.１０×１０台×１０か月＝２５０万８０００円 

イ 被告製品２ 合計２１４２万０８００円 

 ① 平成２７年８月から令和元年９月末日まで 

   ２万５８００円×税１.０８×１０台×５０か月＝１３９３万２０００ 15 

   円 

 ② 令和元年１０月から令和３年１月末日まで 

   ２万５８００円×税１.１０×１０台×１６か月＝４５４万０８００円 

 ③ 令和３年２月から令和３年１１月末日まで 

   ２万６８００円×税１.１０×１０台×１０か月＝２９４万８０００円 20 

⑵ 原告オプスヴィック社の損害  

 原告オプスヴィック社は、被告の不正競争行為又は著作権侵害行為により、

少なくとも商品等表示の使用に対し受けるべき金銭の額又は著作権の行使に

つき受けるべき使用料に相当する金銭の損害を被っており（不競法５条３項１

号、著作権法１１４条３項）、その額は、被告各製品の販売価格の４パーセン25 

トとして算定するのが相当である。 
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したがって、損害額は、被告製品１につき７２万４６７２円、被告製品２に

つき８５万６８３２円、合計１５８万１５０４円を下らない。これに加えて、

弁護士費用として前記損害額の１０パーセントに当たる１５万８１５０円の

損害を被っている。 

⑶ 原告ストッケ社の損害 5 

被告は、被告各製品の製造販売につき、少なくとも販売額の３０パーセント

に相当する利益を上げているから、前記売上額を前提とすると、原告ストッケ

社の損害額は、被告製品１につき５４３万５０４０円、被告製品２につき６４

２万６２４０円、合計１１８６万１２８０円を下らない（不競法５条２項、著

作権法１１４条２項類推適用）。また、一般不法行為による損害額もこの損害10 

額を下回ることはない。これに加えて、弁護士費用として前記損害額の１０パ

ーセントに当たる１１８万６１２８円の損害を被っている。 

⑷ 小括 

以上によれば、原告オプスヴィック社の損害総額は１７３万９６５４円、原

告ストッケ社の損害総額は１３０４万７４０８円となる。 15 

（被告の主張） 

争う。 

10 争点１０（謝罪広告掲載の当否） 

（原告らの主張） 

被告は、原告らの営業上の信用を毀損したため、不競法１４条又は民法７２３20 

条に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪文を同目録記載の要領で同目録記載の

新聞に掲載するべきである。 

（被告の主張） 

争う。 

第４ 当裁判所の判断 25 

１ 認定事実 
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  原告製品の販売状況等 

ア 原告製品は、子供が大人と同じように食卓に向かって自然に座れるように

デザインされている。これを製作した訴外Ａは、著名な家具デザイナーであ

り、同人のデザインした作品の中でも、原告製品は名作として評価されてい

る。（甲５、１０８ないし１２３、１４３の１、１４３の２） 5 

イ 原告製品は、昭和４７年にノルウェーにおいて販売されたところ、世界累

計販売台数は、１３００万台に上る。日本においても、昭和４９年頃から販

売が開始され、現在に至るまで、百貨店、家具専門店、子供用品専門の小売

店等の多数の店舗で販売されている。原告製品が販売される売り場において

は、原告製品を横向きに複数並べるという展示方法が取られることがあるほ10 

か、原告製品の広告においても、原告製品を横向きに複数並べた写真が採用

されている。（甲２、７ないし１３、１６ないし２０、甲１９８、弁論の全

趣旨） 

ウ 原告製品は、そのデザイン性の高さから平成７年にノルウェーデザイン協

議会の「クラシック賞」を受賞し、日本においても平成１７年にグッドデザ15 

イン賞を受賞したほか、令和２年にはイリノイ工科大学デザインスクールに

よる「１００ Ｇｒｅａｔｅｓｔ Ｄｅｓｉｇｎｓ ｏｆ Ｍｏｄｅｒｎ 

Ｔｉｍｅｓ」（現代の偉大なデザイン１００選）に選出された。また、原告

製品は、世界各国の複数の美術館等にも作品として収蔵されるなどしている。

（甲３０、１１８ないし１２２） 20 

エ 原告製品は、家具・インテリア雑誌や幼児保育雑誌を中心に、多数の日本

の雑誌に掲載されているところ、雑誌に掲載された原告製品の写真は、斜め

方向や横方向から撮影されたものが大半であり、そのうち少なくともほとん

どの写真においては側木内側に溝があることが確認できる。また、ＳＮＳ等

においても原告製品に関する投稿が多数投稿されているところ、これらの投25 

稿には、斜め方向や横方向から撮影された写真、あるいは、これらの方向か
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ら描かれたイラストが掲載されており、原告製品全体を正面から捉えた写真

等は余り認められない。（甲３２、３９ないし１０５、１８５ないし１９４） 

⑵ 原告製品及び被告各製品の需要者等 

 原告製品と被告各製品は、いずれも子供用椅子であり、その主たる需要者は、

子供を持つ親である。また、いずれも価格帯は約３万円ないし４万円程度であ5 

り子供用椅子としては比較的高額であり、座面板と足置板の位置を成長に伴っ

て変えることにより長く使用できることが共通している。（弁論の全趣旨） 

⑶ 子供用椅子市場等（甲１４５ないし１４７、乙４、５、１８ないし２９、３

０の１、３０の２、３１） 

ア 原告製品と同様に比較的高さのある子供用椅子は、４本脚のものが多いも10 

のの、原告製品と同様に、左右一対の側木が床面から斜めに立ち上がり、側

木と脚木が略Ｌ字の形状の２本脚の子供用椅子も、次の各号に掲げるとおり、

一定数存在する。これらの２本脚の子供用椅子は、それぞれ当該各号に定め

る会社の区分に応じ、遅くとも当該括弧書記載の時期から販売されている。

なお、 に掲げる杉工場のミラは、平成２７年５月以降に販売を終了してい15 

るものの、そのほかは、現在においても販売されている。（乙２７－２、弁

論の全趣旨） 

 リエンダー ハイチェア（平成２４年１２月。乙６） 

 ＲＡＫＵ ベビーチェア（令和元年６月８日。乙１８−１、１８－２） 

 ＬＯＷＹＡ キッズチェア（平成３０年１１月２５日。乙２０－１、２20 

０−２） 

 大商産業 木製チェアＷＣ－１６（平成２４年１１月１５日。乙２２－

１、２２−２） 

 ＥＺ－２（平成２７年４月７日。乙２３－１、２３−２） 

 コンビウィズ株式会社 施設用ハイチェアＲ１（平成２０年１月。乙２25 

４−２。ただし、施設用である。） 
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 堀田木工所 ダックチェアーＮо．２（平成２３年１２月７日。乙２５

－１、２５−２） 

 カリモク フィットチェアーＣＵ１０１７（平成２６年９月１０日。乙

７、２６−１） 

 杉工場 ミラ（平成２４年４月２３日。乙２７－１、２７－２） 5 

 ファルスカ ウッドチェア（平成２１年６月２９日。乙２８－１、２８

−２） 

イ 上記２本脚の子供用椅子のうち、座面板と足置板を固定する構造について

は、ネジ部材、支持部材、固定部材等を使って板を固定するものがほとんど

であり、側木の内側に溝が形成されているものについても、溝と他の部材を10 

組み合わせて固定しているものが多い。これに対し、原告製品のように、溝

のみで固定していると認められる子供用椅子は、原告製品のほかには１点に

限られる（（コ）ファルスカ ウッドチェア。なお、この製品は側木と脚木

が同一木材を曲げることで形成されている点等が原告製品の形態とは異な

る。）。 15 

２ 不競法上の争点について 

⑴   「商品等表示」該当性（争点１） 

ア 商品の形態に係る「商品等表示」の特定について 

不競法２条１項１号又は２号は、他人の周知又は著名な商品等表示（人の

業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品20 

又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）と同一又は類似の商品等表示

を使用等することをもって、不正競争に該当する旨規定している。この規定

は、周知著名な商品等表示の有する出所表示機能を保護するという観点から、

周知著名な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤

認混同させて顧客を獲得する行為を防止し、事業者間の公正な競争等を確保25 

するものと解される。そして、商品の形態は、特定の出所を表示する二次的
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意味を有する場合があるものの、商標等とは異なり、本来的には商品の出所

表示機能を有するものではないから、上記規定の趣旨に鑑みると、その形態

が商標等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能を発揮するよ

うな特段の事情がない限り、商品等表示には該当せず、仮にこれに該当した

場合であっても、商品の形態は本来的には商品の出所表示機能を有するもの5 

ではないのであるから、商品の形態のうち出所表示機能を発揮する商品等表

示部分は、取引の実情等によって時間的にも場所的にも変わり得るものとい

える。 

そうすると、原告らが商品の形態の商品等表示該当性を主張する場合には、

商品等表示として権利範囲を画する部分がそれ自体不明確であることに鑑10 

みると、商品の形態のうち出所表示機能を発揮する商品等表示部分を明確に

特定する必要があるものと解するのが相当である（知的財産高等裁判所平成

１７年（ネ）第１００６８号同１７年７月２０日判決参照）。 

これを本件についてみると、原告らは、主位的に、原告製品全体の形態が

商品等表示に該当する旨主張して、商品の形態のうち出所表示機能を発揮す15 

るという部分を明確に特定していないことからすると、原告らの主位的主張

は、上記において説示したところに照らし、主張自体失当というほかない。

他方、原告らは、予備的に、原告製品の形態のうち、出所表示機能を発揮す

るという部分が本件形態的特徴であるという限度で特定して主張している

ため、本件形態的特徴が商品等表示に該当するかどうか、以下検討する。 20 

イ 本件形態的特徴の「商品等表示」該当性について 

   前記アのとおり、商品の形態は、特定の出所を表示する二次的意味を有す

る場合があるものの、商標等とは異なり、本来的には商品の出所表示機能を

有するものではないから、不競法２条１項１号又は２号の規定の趣旨に鑑み

ると、その形態が商標等と同程度に不競法による保護に値する出所表示機能25 

を発揮するような特段の事情がない限り、商品等表示には該当しないという
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べきである。 

そうすると、商品の形態は、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特

徴（以下「特別顕著性」という。）を有しており、かつ、②特定の事業者に

よって長期間にわたり独占的に利用され、又は短期間であっても極めて強力

な宣伝広告がされるなど、その形態を有する商品が特定の事業者の出所を表5 

示するものとして周知であると認められる特段の事情がない限り、不競法２

条１項１号又は２号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当であ

る。 

そして、不競法２条１項１号又は２号にいう商品等表示に該当すると主張

された表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品の形態が10 

商品等表示に該当しないときであっても、上記表示が全体として商品等表示

に該当するとして、上記一部の商品を販売等する行為まで不正競争に該当す

るとすれば、出所表示機能を発揮しない商品形態までをも保護することにな

るから、上記規定の趣旨に照らし、かえって事業者間の公正な競争を阻害す

るというべきである。のみならず、不競法２条１項１号又は２号により使用15 

等が禁止される商品等表示は、登録商標とは異なり、公報等によって公開さ

れるものではないから、その要件の該当性が不明確なものとなれば、表現、

創作活動等の自由を大きく萎縮させるなど、社会経済の健全な発展を損なう

おそれがあるというべきである。 

そうすると、不競法２条１項１号又は２号にいう商品等表示に該当すると20 

主張された表示が複数の商品形態を含む場合において、その一部の商品形態

が商品等表示に該当しないときは、上記表示は、全体として不競法２条１項

１号又は２号にいう商品等表示に該当しないと解するのが相当である。 

これを本件についてみると、前記認定事実、検証の結果（検証調書参照）

及び前記認定に係る子供用椅子の販売状況によれば、原告製品は、①左右一25 

対の側木の２本脚であり、かつ、座面板及び足置板が左右一対の側木の間に
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床面と平行に固定されている点（特徴①）、②左右方向から見て、側木が床

面から斜めに立ち上がっており、側木の下端が、脚木の前方先端の斜めに切

断された端面でのみ結合されて直接床面に接していることによって、側木と

脚木が約６６度の鋭角による略Ｌ字型の形状を形成している点（特徴②）と

いう本件形態的特徴のほか、③座面板と足置板を側木内側にはめ込んで固定5 

することによって、これらの部材を直接固定し、その余の固定部材を省いた

点（特徴③）、④前後方向からみて、座面板、足置板、横木及び背板と、側

木が垂直に交わっており、側木内側の小さな略半円形状の溝部分を除き、直

線的要素が強調されている点（特徴④）、⑤左右方向からみて、側木につい

ては、これを一直線とし、その上端の２隅を直角とし、脚木についても、こ10 

れを一直線とし、その先端側と後端側の各２隅の角度を略左右対称とした点

（特徴⑤）、⑥上下方向からみて、身体に接触する曲線状の背板並びにこれ

に対応する座面板及び足置板の後部波状部分を除き、座面板と足置板の前部

を直線状の形状とし、その２隅を直角とした点（特徴⑥）に特徴があるもの

と認められる。 15 

そうすると、原告製品は、これらの各特徴を全て組み合わせることによっ

て、身体に接触する背板部分及びこれに対応する座面板及び足置板の後部波

状部分を除き、側木、脚木、横木、座面板、足置板及び背板という椅子を構

成すべき最小限の要素を直線的に配置し、究極的にシンプルでシャープな印

象を与える直線的構成美を空間上に形成したという限度において、形態とし20 

ての特徴があるものと認められる。 

他方、本件形態的特徴は、図面又は写真で特定されるものではなく（意匠

法６条、２４条、意匠法施行規則３条各参照）、上記にいう特徴①及び特徴

②を文字で特定されるにとどまるものである。そのため、本件形態的特徴は、

それ自体複数の商品形態を含むところ、本件形態的特徴には、原告らが主張25 

するとおり被告各製品が含まれるほか、側木が曲線を含む形態、座面板や足
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置板が曲線の形態その他の直線的構成美を欠く多種多様な形態を含むもの

であるから、原告製品が形成する直線的構成美を欠く非類似の商品形態を広

範かつ多数含むものである。しかも、原告らの主張によれば、本件形態的特

徴（特徴①及び特徴②）は、本件形態的特徴のみに限るというのではなく、

例えば特徴③が付加された形態も、本件形態的特徴に含むというものである5 

から、本件形態的特徴は、座面板と足置板を固定するための複雑な部材を採

用する形態その他の究極的にシンプルな構成美を欠く多種多様な形態を含

むものである。 

したがって、本件形態的特徴は、そもそもその外延が極めて曖昧であり、

商品形態が商品等表示として認められる場合を限定する不競法２条１項１10 

号又は２号の上記趣旨目的に鑑みると、原告らは、原告製品のうち出所表示

機能を発揮する商品等表示部分を明確に特定するものとはいえない。 

のみならず、原告らにおいて本件形態的特徴をそのまま具備すると主張す

る被告各製品についてみても、被告各製品は、座面板及び足置板を固定する

ために、支持部材、丸みを帯びた固定部材及び略円形のネジ部材を設ける構15 

成を採用し、特徴③を有するものではない。そのため、被告各製品は、需要

者に対し、椅子全体として安定して使いやすい印象を与えるものの、複雑な

上記構成によって、究極的にシンプルな印象を与える直線的構成美を欠くも

のといえる。しかも、被告各製品は、前後方向からみると、背板中央に楕円

形の大きな穴が形成されており、かつ、固定部材を側木にネジ止めするため、20 

側木には円形状の穴が多数形成されていることからすると、被告各製品は、

直線的でシャープな印象を明らかに損なうものである。さらに、被告各製品

は、左右方向からみても、側木上部が床面と略垂直方向に折れ曲がっており、

一直線の側木で構成される原告製品の直線的でシャープな印象とは、全体と

して大きく異なる印象を与えている。加えて、被告各製品は、上下方向から25 

みても、座面板及び足置板の前部及び後部が端部から緩やかな曲線状に形成
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されており、椅子全体として柔らかい印象を与えるものであるから、座面板

及び足置板の前部が直線で構成される原告製品の直線的でシャープな印象

とは明らかに異なるものである。 

これらの印象の相違を踏まえると、被告各製品は、座面板及び足置板の固

定において複数の部材を利用する点において、原告製品のような究極的にシ5 

ンプルな印象を与えるものではなく、かつ、曲線的形状を数多く含む点にお

いて、原告製品のような直線的でシャープな印象を与えるものではない。 

したがって、直線的構成美を造形表現する原告製品の高いデザイン性に鑑

みると、少なくとも被告各製品の形態は、究極的にシンプルでシャープな印

象を与える直線的構成美を欠くものであるから、原告らの出所を表示するも10 

のであると認めることができないことは明らかである。 

以上によれば、本件形態的特徴に含まれる被告各製品の形態は、明らかに

原告製品の商品等表示に該当しないことからすると、本件形態的特徴は、全

体として不競法２条１項１号又は２号にいう商品等表示に該当しないと認

めるのが相当である。 15 

ウ これに対し、原告らは、本件形態的特徴が上記商品等表示に該当する旨主

張するものの、本件形態的特徴は、原告製品が形成する直線的構成美を欠く

広範かつ多数の非類似形態を含むものであるから、これを商品等表示に該当

するとすれば、かえって公正な競争を阻害し、社会経済の健全な発展を損な

うおそれがあることは、上記において説示したとおりである。したがって、20 

原告らの主張は、採用することができない。 

   その他 

上記において説示したところを踏まえると、原告製品と被告各製品の各形態

における直線的構成美に関する顕著な相違に鑑みると、原告製品と被告各製品

とは、需要者において出所の混同を生じさせるものと認めることはできず、類25 

似するものともいえない。 



 37 

したがって、その余の点について判断するまでもなく、被告各製品の製造販

売等は、不競法２条１項１号又は２号にいう不正競争に明らかに該当しないも

のと認められる。 

 ３ 著作権法上の争点について（争点５，６） 

   著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、  5 

美術又は音楽の範囲に属するものであり（著作権法２条１項１号）、美術の著

作物には、美術工芸品が含まれる（同条２項）。そして、美術工芸品以外の実

用目的の美術量産品であっても、実用目的に係る機能と分離して、それ自体独

立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えている場合には、美術の範囲に属す

るものを創作的に表現したものとして、著作物に該当すると解するのが相当で10 

ある。 

これを本件についてみると、原告製品は、前記説示に係る特徴①ないし⑥を

全て組み合わせることによって、身体に接触する背板部分並びにこれに対応す

る座面板及び足置板の後部波状部分を除き、側木、脚木、横木、座面板、足置

板及び背板という椅子を構成すべき最小限の要素を直線的に配置し、究極的に15 

シンプルでシャープな印象を与える直線的構成美を空間上に形成したところ

に、表現としての特徴があるものと認めることができる。 

他方、被告各製品は、前記において説示したとおり、座面板及び足置板を固

定するために原告製品よりも複数の部材を利用する点において、原告製品のよ

うな究極的にシンプルな印象を与えるものではなく、かつ、曲線的形状を数多20 

く含む点において、原告製品のような直線的でシャープな印象を与えるもので

はなく、原告製品が表現する直線的構成美を明らかに欠くものといえる。 

そうすると、原告製品と被告各製品は、その形態が表現するところにおいて

明らかに異なるものといえる。そして、原告製品の上記直線的構成美は、究極

的にシンプルであるがゆえに椅子の機能と密接不可分に関連し、当該機能とい25 

わばマージするといえるものの、仮に、これに著作物性を認める立場を採用し
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た場合であっても、基本的にはデッドコピーの製品でない限り、製品に接する

者が原告製品の細部に宿る上記直線的構成美を直接感得することはできず、ま

して、複雑かつ曲線的形状を数多く含む被告各製品に接する者が、原告製品の

表現上の本質的な特徴を直接感得することができないことは明らかである。  

したがって、被告各製品の製造販売等は、明らかに原告製品を複製又は翻案5 

するものではなく、原告らの主張を前提としても著作権侵害を構成するものと

はいえない。 

 これに対し、原告らは、被告各製品が本件形態的特徴をそのまま具備するも

のであり、被告各製品から原告製品の表現上の本質的な特徴を直接感得するこ

とができる旨主張する。しかしながら、原告製品の直線的構成美に関する造形10 

表現は、可能な限り曲線形状を排したその細部に宿るものといえ、被告各製品

が表現するところと明らかに異なるものであり、原告製品の表現上の本質的な

特徴が、被告各製品の形態から直接感得することができないことは、上記にお

いて説示したとおりである。したがって、原告らの主張は、採用することがで

きない。 15 

 ４ 一般不法行為の成否（争点７） 

被告各製品の製造販売等は、不競法又は著作権法が規律の対象とする原告らの

利益を明らかに侵害するものではないことは、前記において説示したとおりであ

る。そして、原告らの主張を十分に検討しても、原告らが上記利益とは異なる被

侵害利益を有するものと解することはできず、原告らの立証を十分に精査しても、20 

原告製品とは明らかに非類似である被告各製品の製造販売等が、社会通念上自由

競争の範囲を逸脱するものと認めるに足りない。したがって、一般不法行為が認

められないことは明らかであり、原告らの主張は、採用することができない。 

５ その他 

  その他に、原告ら提出に係る準備書面及び証拠を改めて検討しても、検証の結25 

果等にも照らし、原告製品と被告各製品の各形態における直線的構成美に関する
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顕著な相違に鑑みると、原告らの主張は、いずれも採用の限りではない。 

第５ 結論 

 よって、原告らの請求はいずれも理由がないから、これらをいずれも棄却する

こととし、主文のとおり判決する。 

 5 

東京地方裁判所民事第４０部 

 

 

裁判長裁判官 

                      10 

   中   島   基   至 

 

 

裁判官 

                      15 

   小   田   誉 太 郎 

 

 

裁判官 

                      20 

   尾   池   悠   子  
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（別紙） 

原告製品目録 

 

製品名：  ＴＲＩＰＰ ＴＲＡＰＰ 

  （日本語表記：トリップトラップ） 5 

 

カラー： ナチュラル、ブラック、ホワイト、ホワイトウォッシュ、ウォール

ナットブラウン、ウォームレッド、ストームグレー、ヘイジーグレ

ー、モスグリーン、ソフトミント、セレーヌピンク、サンフラワー

イエロー 10 

 

形態： 下図のとおり。 

 

 

 15 
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 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

以上                           
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（別紙） 

被告製品目録 

 

１ 被告製品１ 

製品名：  Ｃｈｏｉｃｅ Ｋｉｄｓ 5 

 

カラー： ナチュラル、ウォールナット、アイボリー、ホワイト、レッド 

 

形態：  下図のとおり。 

 10 
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２ 被告製品２ 

製品名：  Ｃｈｏｉｃｅ Ｂａｂｙ 

 

カラー： ナチュラル、ウォールナット、アイボリー、ホワイト、レッド 

 5 

形態： 下図のとおり。 
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以上 

5 
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（別紙） 

謝罪広告目録 

 

１ 掲載の内容 

  謝罪広告 5 

  弊社は、貴社の製品（トリップトラップ）に類似した製品を製造・販売し、貴社

に対し多大のご迷惑をおかけしてきました。弊社の行為は、不正競争防止法違反、

著作権法違反及び民法上の不法行為に該当する行為であり、弊社はただちに弊社製

品の製造及び販売を中止し、今後貴社に上記のようなご迷惑をかけないことを誓約

し、陳謝の意を表します。 10 

  令和  年  月  日 

       株式会社Ｎｏｚ 

  ピーター・オプスヴィック・エイエス  

  代表者 殿 

  ストッケ・エイエス 殿 15 

  代表者 殿 

   

２ 掲載の要領 

（１） 広告の大きさ 

縦２段、幅２０センチメートル 20 

（２） 使用活字 

表     題   １８級（１２ポ）ゴシック体活字 

名義人・名宛人   １６級（１１ポ）ゴシック体活字 

本     文   １３級（９ポ） 明朝体活字 

日 付・住 所   １２級（８ポ） 明朝体活字 25 

  なお、広告中空欄となっている年月日については新聞掲載日を表示する。 
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３ 掲載する新聞の名称及び掲載回数 

  名   称   日本経済新聞夕刊全国版の広告欄 

  掲載回数   １回 

 5 

以上 


